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４
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付
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４
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▲申し込みフォーム

わが家の愛ドルを募集しています
広報よしおか裏面「わが家の愛ドル」のコーナーで
わが子を紹介してみませんか？
２歳以下のお子さんを募集中です。
お申し込みは右記の二次元コードの申し込みフォームから受け付けています。

▶問い合わせ先　企画財政課 企画室 ☎26-2241（直通）
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 こんな時に助けてあげてください
●わいせつなどの被害に遭いそうになった時
●交通事故などの被害に遭った時
●けがをした時や身体の不調を訴えた時
●雷や雨宿りをしたい時
●トイレを我慢できない時
●その他困ってしまって助けを求めた時

　「子ども安全協力の家」は、登下校中の児童・生徒が不審者に遭遇するなど身の危険を感じた場
合に助けを求めることができる家のことです。
　現在、町内には１09軒（明治小校区４２、駒寄小校区６7）の「子ども安全協力の家」の登録があ
り、目印として黄色の看板が掲げてあります。

　町では、子どもたちの登下校の時間帯に在宅していて、「子
ども安全協力の家」にご協力いただける家および事業所を募
集しています。

「子ども安全協力の家」のご協力をお願いします

問い合わせ先　教育委員会事務局 生涯学習室
　　　　　　　☎54-1054（直通）

児童手当の養育状況確認について
　児童手当の受給状況により、「監護相当・生計費の負担についての確認書」および「額改定認定請求書」の
提出が必要です。
　確認書は、第３子以降のカウント対象の要件を満たすかどうかを審査するためのもので、４月分以降の手
当月額に影響します。対象者には３月中に、書類を郵送しますので、期限までにご提出ください。
▶提出が必要な人
　令和８年３月に高校、専門、短期大学などを卒業予定の子において、４月以降も引き続き養育（経済的負
担など）を行う予定の受給者で、その子を含めて養育している子が３人以上いる人
▶提出期限
４月１６日㊍必着
　期限後に提出した場合は、提出した月の翌月分からの支給となり、令和８年４月分にさかのぼっての支給
はできませんので、ご注意ください。
▶提出に必要なもの
　確認書などの提出書類は、窓口で受け取るか、町ホームページからダウンロードできます。
※養育状況などにより、追加で必要なものが増える場合があります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
●額改定認定請求書
●子の個人番号（マイナンバー）が分かるもの

▶申請方法
　窓口または郵送で申請してください。
※郵送による申請について、町への到達日をもって受付日となりますので、ご注意ください。
　また、不着および遅延などについては、一切責任を負いません。
▶申請・問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室　☎２６-２２４８（直通）



内　容 日　時 対　象　者 摘　　　要

子育て相談会 ３日㊎ 10:00～12:00
16日㊍ 14:00～16:00

子育てに関して相談のあ
る人

相談内容：子どもの発達や子育てに関すること
相談員：心理士（または保健師）
健康づくり室に電話で事前予約をしてください。

すくすく相談 ７日㊋ 10:00～12:00
21日㊋ 10:00～12:00

妊婦、乳幼児と親または
家族

　母子健康手帳
相談員：助産師・栄養士・保健師
相談内容：妊娠中の体調や過ごし方、沐浴の方法、母
乳やミルクのこと、乳房トラブル、離乳食のことなど
　健康づくり室に電話で事前予約をしてください。
（空席があれば当日参加も可能です。）

２歳児歯科健診 ８日㊌受付12：50～ 令和6年3月1日～
4月3日生まれ 詳細は通知をご覧ください。

３歳 児 健 診 10日㊎受付12：50～ 令和5年1月1日～
1月21日生まれ 詳細は通知をご覧ください。

１歳６カ月児健診 14日㊋受付12：50～ 令和6年9月1日～
10月14日生まれ 詳細は通知をご覧ください。

運動発達の相談
（作業療法士） 15日㊌ 13：30～16：30

子どもの運動発達の面で
アドバイスがほしい人

相談内容：子どもの運動発達に関すること（ハイ
ハイしない・お座りができないなど）
相談員：作業療法士
健康づくり室に電話で事前予約をしてください。

ことばの相談 21日㊋ 14：00～16：00 子どものことばの面で
アドバイスがほしい人

相談内容：子どものことばに関すること
　　　　　（発音・ことばの数が少ないなど）
相談員：言語聴覚士
健康づくり室に電話で事前予約をしてください。

３～４カ月児健診 24日㊎受付13：00～ 令和7年12月1日～
12月31日生まれ 詳細は通知をご覧ください。

   健 康 相 談
25日㊏
10：00～11：30、
13：00～15：00
※午前中は、事業の都合
上遊びに利用できません。

健康相談のある人
相談内容：子育て・健康管理・その他健康に関する
こと
相談員：保健師

母子健康手帳交付 妊婦 　妊娠届出書

10～11カ月児健診 28日㊋受付13：00～ 令和7年5月1日～
5月31日生まれ 詳細は通知をご覧ください。

４月 保健センター健康ガイド ※やむを得ず日程が変更になる場合は、町ホームページなどでお知らせします。
　あわせてご覧ください。なお、３月の予定は広報２月号11ページをご覧ください。

土
日
開
催

★育児・介護 •医療でお困りの人は「よしおか健康No.1 ダイヤル 24」　　0120-026-103 へ！（年中無休・通話無料）
▶問い合わせ先　健康福祉課 健康づくり室　☎ 54 ７ー７４４（直通）

　小児期に多い腎臓病の早期発見のために、尿検査を行います。検査を希望する人は、保健センター
へ電話でお申し込みください。後日検査セットをお送りします。

▶対象者 令和８年４月以降幼稚園・保育所（園）に通園予定のない幼児（令和２年４月２日～令和４年４月
１日に生まれた幼児）
※町内の保育所（園）・認定こども園に通園予定の幼児については、各園で実施します。
※町外の幼稚園・保育所（園）に通園予定の幼児で、尿検査を園で実施するか不明な場合は、通園予定の園に
お問い合わせください。

▶申込期間 ４月８日㊌～１０日㊎

▶検体回収日時・場所　５月２５日㊊８：30～９：30　保健センター

▶申し込み・問い合わせ先　健康福祉課 健康づくり室　☎５４-７７４４（直通）

４～５歳児の尿検査について４～５歳児の尿検査について
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